
令和２年度　施策評価シート

市民後見人受任者数累計（人）

施策の戦略的方向性

(１)　優先的に資源投入を図る。

(２)　現状維持とする。

(３)　現状維持だが、より効率的な運営を図る。

(４)　資源投入の縮小を図る。

評価結果

○

第三者評価推進事業は、未受審の事業所の受審を一層促進する。社会福祉法人の指導監査と、施設サービス検査を連
動させ、さらなる事業効果を高めていく。成年後見人への報酬助成は、利用しやすいようにさらに周知を行っていく。

３ 施策の評価及び判断理由

【上記の判断理由】

36

25 60 85

H29

H28

総事業費推移（千円）

24,284

19,978

４　今後の施策の運営方針

地域福祉サービスの質と量に対する区民の関心は、今後ますます高まることが想定され
る。このため、地域福祉の重要な担い手である社会福祉法人の運営に関する指導監査や、
福祉サービス自体に対する第三者機関による評価を着実に実施し、あわせて結果を公表す
ることで、福祉サービス提供の適正化を図る必要がある。
市民後見人養成研修修了者が順調に増加している一方で、後見人受任件数が伸びていな
いことから、申し立てが必要なケースを把握したうえで、生活に密着した支援が求められて
いる。 H30 35,180

２ 目標と現状(実績)についての分析及び総事業費推移

指標の推移・施策の課題や問題点について記述

目標

実績

60.050.0

51.2

70.0

安心して暮らせる「すみだ」をつくるⅣ

基準年(H28)

施策 422 利用者のニーズにあった地域福祉サービスの質と量の向上を図る

施策の目標
　福祉サービスを必要とする区民の権利が守られ、適切なサービスを受けること
ができ、子どもから高齢者まで、障害のある人もない人も、区民の誰もが自分ら
しく、住みなれた地域で安心して暮らしています。

１ 基本計画における成果指標の状況

実績

基準年(H28) H29 H30 R1

基本目標

政策 420 地域で支えあい、誰もが安心して暮らせるしくみをつくる

R2 R3 R4 R5 R6 R7H30 R1H29

指　標　名 「必要な福祉サービスが適切に提供されている」区民の割合

R7R2 R3 R4 R5 R6

指　標　名

80

理由

社会福祉法人が地域福祉の重要な担い手であることから、引き続き指導監査を通じて育成する必要がある。
成年後見人への報酬助成については、対象となるケースが増加しているため、今後も継続する必要がある。

50 55目標 37 65 70 75

評価

Ａ

第三者評価制度の受審費用の助成を通じ、利用者がサービスを選択する際に有用な情報を提供するとともに、サービス向
上に向けた事業者の取り組みを一層促進していくことが必要である。

【今後の具体的な方針】

41 45



平成３１年度

すみだ福祉サービス権利擁
護センター運営

すみだ福祉サービス権利擁護センターの
事業支援を行うことで、福祉サービスの
使用促進を図ることができる。

2 7,929 4,922 12,851
55

54

5

-
23,624

5,906

4
社会福祉法人指導監査等
事業

3,704
-

3 15,308

27,328

福祉サービス第三者評価
推進事業

9,402

年度実績値

1
成年後見制度に関する事
業

15,546 9,843
現状維持

平成３１年度

５　この施策に係る事務事業（重要度・貢献度順）                     

直近の評価内容

評価結果

25,389
75

年度目標値
人コスト
（千円）

歳　出
総　額

（千円）
施策への関連性

歳　出
決算額

（千円）
事務事業名

評価対象年度

目的に対する指標

番号

12

11

10

6

8

9

7

現状維持

58

37

28

成年後見制度の活用が必要にもかかわら
ず申立人がいない方に対して、支援を行
うことで、権利擁護と生活の安定した状
態となり、利用者のニーズに合った地域
福祉サービスの質と量の向上を図ること
ができる。
 

客観的な基準からサービス内容等を評価
し、結果を公表する過程を通じて、福祉
サービスの質の向上を図ることができ
る。

法令・通知等に定められた事項につい
て、法人に対する認可、指導監査等を行
うことにより、適正な法人運営と社会福
祉事業の健全な経営が確保され、本区の
地域福祉が推進される。
 

平成３１年度

現状維持

平成３１年度

現状維持



施 策 422

事 業 名

根拠法令
関連計画

実施基準 実施方法 直営

事業内容

議会質問
の 状 況
そ の 他
特記事項

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 令和元度 令和２度

9,503 12,019 16,451 24,565 26,215 25,518

7,189 9,783 12,655 15,546 26,215 25,518

2,483 3,438 4,671 4,104 6,590

1,242 1,719 2,336 4,712 4,643

2,483 3,546 4,743 15,271 13,853

981 1,080 905 15,546 2,128 432

75.6% 81.4% 76.9% 63.3% 100.0% 100.0%

節 金額 節 概要 金額 節 概要 金額

役務費 1,507 役務費 通信運搬料 1,449 役務費 通信運搬料 2,262

負担金補助及び交付金 14,039 負担金補助及び交付金 被後見人への報酬助成 15,950 負担金補助及び交付金 被後見人への報酬助成 23,688

目 的 親族がいないなどで、成年後見人等の申立ができない者に対し、区長が申
立人となり、その者の権利擁護、生活の安定を図る。

人員体制・委託先 常勤２

主管課・係（担当）
厚生課厚生係
03-5608-1163

対 象 者

（1）本人に配偶者や2親等内の親族がいない。
（2）本人に配偶者や2親等内の親族がいても申立を拒否している。
（3）本人に配偶者や2親等内の親族がいても本人に対する虐待がある。
（4）本人に配偶者や2親等内の親族がいることを戸籍上確認できるが、連絡がつかない。
※4親等内親族の存在が明らかな場合においては、その者に対し、本人保護の可否及び親族申立の可能
性について確認を必要とする。

決算額（令和2年度は見込み）

国

都

その他

財 源

通信運搬料

被後見人への報酬助成

概要

予算・決算の内訳（単位︓千円）

令和元年度（決算） 令和２年度（予算）

利用者のニーズにあった地域福祉サービスの質と量の向上を図る 部内優先順位
成年後見制度区長審判請求経費 1

平成１２年度　４月１日の民法の一部改正により従来の禁治産・準禁治産制度を改め、成年後見
              制度が施行
平成１４年度　事業開始

老人福祉法第３２条
知的障害者福祉法第２３条の３
精神保健及び精神障害者に関する法律第５１条の１１の２
墨田区成年後見制度における区長の審判請求手続等に関する要綱

認知性高齢者、知的・精神障害者において、本人の状況調査を行い、判断能力が不十分で、成年後見制
度が必要と判断し、親族による申立が期待できず、放置できない状態にあるとき、区長が後見等の申立
(審判請求手続き)を家庭裁判所に行う。

開始年度 平成年１４年度 終了予定

（他区の状況・年間スケジュール・関連部署等）

予算・決算額推移（千円）

予算現額（事業費）

経 過

法令基準

執行率（％）

一般財源

平成３０年度（決算）



指　標 単　位 件

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 R1
目標 40 45 50 55

実績 37 49 51 64

R2 R3 R4 R5 R6 R7
目標 60 65 70 75 80 85

実績

指　標 単　位 件

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 R1
目標 75 75 75 75

実績 73 70 67 58

R2 R3 R4 R5 R6 R7
目標 75 75 75 75 75 75

実績

さまざまな関係機関と連携し、区長申立てが必要なケースを把握しな
がら、現行の事業を着実に実施していく必要がある。

評価結果 評価についての説明・今後の方向性等

事 業 の
成 果

申立件数が、実際に権利擁護を行った実績の指標として明確であるため。
目標値は、各課との連携により、有効的利用が図られるよう取組むものである。

課題・問題点

高齢者等の増加に伴い、関係機関と連携して区長申立てが必要なケースの把握に努めていく。

手 段 に
対 す る 指 標
( 活 動 指 標 )

報酬費用助成件数

85 令和７年度

指標の選定理由及び目標値の理由

被後見人への費用助成をしていくことが、区長申立件数を安定させる上で重要てあるため。
目標値は、助成件数が累計されることによる。

目 的 に
対 す る 指 標
( 成 果 指 標 )

区長申立件数

75 令和７年度

指標の選定理由及び目標値の理由

現状維持



補 助 金
名 称
根拠法令

補助概要

目 的

対 象

基 準

補助条件

 議会質問の状況

 その他特記事項

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度
令和元年

度
令和２年

度

8,064 10,776 12,624 22,608 23,688 23,256
5,965 8,391 11,389 14,039 15,750 23,256

5,965 8,391 11,389 14,039 15,750 23,256
74.0% 77.9% 90.2% 62.1% 66.5% 100.0%

単　位 件
目標年度 基準年(H28) H29 H30 R1

目標 40 45 50 55
実績 37 49 51 64

R2 R3 R4 R5 R6 R7
60 65 70 75 80 85

単　位 件
目標年度 基準年(H28) H29 H30 R1

目標 75 75 75 75
実績 73 70 67 58

R2 R3 R4 R5 R6 R7
75 75 75 75 75 75

一般財源
執行率（％）

経　過
開始年度 平成２１年度

財源

予算・決算額推移（千円）
予算額（事業費）

決算額（令和2年度は見込み）
国

都

その他

(1)　生活保護を受けている者
(2)　次に掲げる要件を全て満たす者
　ア　住民税が非課税である者
　イ　預貯金等の合計額が、１００万円以下である者
　ウ　現在居住する家屋等の日常生活に必要な資産以外に活用できる資産がない者
(3)　その他成年後見人等に対する報酬を負担することが困難であると区長が認める者

平成２１年４月  後見報酬助成開始
平成２７年４月　要綱改正

（他区の状況・年間スケジュール・関連部署等）

終了予定

墨田区で区長申立を行った案件のうち、後見報酬の支払いが困難であると認められ
る者に対し、家庭裁判所が審判を下した後見報酬金額に対して助成する。

区独自基準

成年後見制度区長審判請求に係る報酬費用助成 主管課・係（担当）

墨田区成年後見制度における区長申立における区長の審判請求手続等及び報酬費助成に関する要綱 厚生課厚生係

03-5068-1163

民法の一部改正により、従来の禁治産・準禁治産制度が改められ、新しい成年後見制度が平成１２年４月
１日から施行された。この制度により、一定の条件下の元で区長が申立を行うことができることとなっ
た。成年後見制度の利用が認められる認知症高齢者に対し、同制度の利用を支援することにより本制度の
活用を促進する。

墨田区長の審判請求により成年後見制度を利用し、配偶者及び４親等以内の親族以外の者が成年後見人等
に選任されている成年被後見人等

指標の選定理由及び目標値の理由

補助金の
成果

手 段 に
対 す る 指 標
( 活 動 指 標 )

指　標 報酬費用助成件数
最終目標値

85 令和７年度

目標
実績

被後見人への費用助成をしていくことが、区長申立件数を安定させる上で重要てあ
るため。
目標値は、助成件数が累計されることによる。

目 的 に
対 す る 指 標
( 成 果 指 標 )

指　標 区長申立件数
最終目標値

指標の選定理由及び目標値の理由

申立件数が、実際に権利擁護を行った実績の指標として明確であるため。
目標値は、各課との連携により、有効的利用が図られるよう取組むものである。

75 令和７年度

目標
実績



課題・問題点

高齢者等の増加に伴い、関係機関と連携して区長申立てが必要なケースの把握に努めていく。

評価結果

現状維持

評価についての説明・今後の方向性等

さまざまな関係機関と連携し、区長申立てが必要なケースを把握しなが
ら、現行の事業を着実に実施していく必要がある。



施 策 422

事 業 名

根拠法令
関連計画
実施基準 実施方法 一部委託

事業内容

議会質問
の 状 況

そ の 他
特記事項

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 令和元度 令和2度

7,226 6,760 8,664 8,057 8,033 4,050

6,446 6,742 8,339 7,929 7,821 4,050

4,198 4,782 2,619 2,594 2,726

2,248 1,960 5,720 5,335 5,095 4,050

89.2% 99.7% 96.2% 98.4% 97.4% 100.0%

節 金額 節 概要 金額 節 概要 金額

委託料 4,050 委託料 4,050 委託料 4,050

負担金補助及び交付金 4,289 負担金補助及び交付金 3,771 負担金補助及び交付金

執行率（％）

一般財源

平成３０年度（決算）

経 過

区独自基準

利用者のニーズにあった地域福祉サービスの質と量の向上を図る 部内優先順位
すみだ福祉サービス権利擁護センター運営 2

平成9年10月、財産保全管理サービス事業開始
平成14年度までは、財産保全管理サービス事業に関する補助のみ予算計上
平成15年4月1日からすみだ福祉サービス権利擁護センターを開設
平成23年度から厚生労働省のモデル事業により市民後見推進事業を開始

　社会福祉法人に対する助成に関する条例

１福祉サービス利用相談　　２弁護士による権利擁護法律相談　３福祉サービス利用援助
４財産保全管理サービス　５成年後見制度利用支援　　６福祉サービスに関する苦情受付
７市民後見人（社会貢献型後見人）の養成・後見監督事業
８成年後見制度推進機関の運営(内容　成年後見制度推進委員会、後見人等連絡会・研修会、
　地域ネットワーク会議、社会貢献型後見人生活支援員実習経費等)
９報酬助成

開始年度 平成９年度 終了予定

〔平成29年２定〕成年後見制度利用促進基本計画について
〔平成27年企画総務委員会〕成年後見制度について
〔平成27年４定〕市民後見人養成講座について

（他区の状況・年間スケジュール・関連部署等）
本事業予算のうち「負担金補助及び交付金」相当額を、社会福祉協議会への他の委託事業と同様に、「社会
福祉協議会補助金」に一本化したことに伴い、令和2年度の当該予算が減となっている。

予算・決算額推移（千円）
予算現額（事業費）

決算額（令和2年度は見込み）

国

都

その他

財 源

概要

予算・決算の内訳（単位︓千円）
令和元年度（決算） 令和２年度（予算）

目 的
社会福祉法人墨田区社会福祉協議会が運営する「すみだ福祉サービス権利
擁護センター」の運営事業に対して補助を行うことにより事業の推進を援
助する。

人員体制・委託先 常勤１、委託先：墨田区社会福祉協議会

主管課・係（担当）
厚生課厚生係

5608-1163

対 象 者 すみだ福祉サービス権利擁護センター



指　標 単　位 人

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 R1
目標 46 64 82 100

実績 56 73 86 99

R2 R3 R4 R5 R6 R7
目標 121 136 151 166 181 196

実績

指　標 単　位 人

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 R1
目標 25 37 50 55

実績 36 41 45 54

R2 R3 R4 R5 R6 R7
目標 60 65 70 75 80 85

実績

現状維持

課題・問題点

市民後見人養成研修修了者数が順調に増加しているが、後見人受任件数は伸び悩んでいるため、社会福祉協議会
の法人後見事業への人材活用を図っていく。

手 段 に
対 す る 指 標
( 活 動 指 標 )

市民後見人養成研修修了者数

196 令和７年度

指標の選定理由及び目標値の理由

市民後見人を養成していくことが、今後成年後見制度及び地域を支える上で重要であると考えるた
め。例年、研修修了者数が１０～２０人であるため、上記のように目標値を設定する。

目 的 に
対 す る 指 標
( 成 果 指 標 )

市民後見人受任者数累計

85 令和７年度

指標の選定理由及び目標値の理由

養成した市民後見人が実際に後見人として活躍することで、成年後見制度及び地域を支える上で重要
である。例年、受任件数が５人程度であるため、上記のように目標値を設定する。

判断力の低下した高齢者や障害者等の権利を守り、利用者のニーズ
に寄り添った適切なサービスを提供することを目的としている事業
で、今後も利用者の増大が見込まれるため、法人後見事業の開始な
ど更なる体制整備を進めていく必要がある。

評価結果 評価についての説明・今後の方向性等

事 業 の
成 果



補 助 金
名 称
根拠法令

補助概要

目 的
対 象
基 準
補助条件

 議会質問の状況

 その他特記事項

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度
令和元年
度

令和2年度

3,176 2,710 4,614 4,007 3,983
2,396 2,692 4,289 3,751 3,771

616 1,326 1,736 1,794 1,991

1,780 1,366 2,553 1,957 1,780 0
75.4% 99.3% 93.0% 93.6% 94.7% #DIV/0!

単　位 人
目標年度 基準年(H28) H29 H30 R1

目標 46 64 82 100
実績 56 73 86 99

R2 R3 R4 R5 R6 R7
121 136 151 166 181 196

単　位 人
目標年度 基準年(H28) H29 H30 R1

目標 25 37 50 55
実績 36 41 45 54

R2 R3 R4 R5 R6 R7
60 65 70 75 80 85

指標の選定理由及び目標値の理由

養成した市民後見人が実際に後見人として活躍することで、成年後見制度及び地域を
支える上で重要である。例年、受任件数が５人程度であるため、上記のように目標値を
設定する。

85 令和７年度

目標
実績

指標の選定理由及び目標値の理由

補助金の
成果

手 段 に
対 す る 指 標
( 活 動 指 標 )

指　標 市民後見人養成研修修了者数
最終目標値

196 令和７年度

目標
実績

市民後見人を養成していくことが、今後成年後見制度及び地域を支える上で重要である
と考えるため。例年、研修修了者数が１０～２０人であるため、上記のように目標値を設
定する。

目 的 に
対 す る 指 標
( 成 果 指 標 )

指　標 市民後見人受任者数累計
最終目標値

社会福祉法人墨田区社会福祉協議会が運営する「すみだ福祉サービス権利擁護セン
ター」の運営事業に対して補助を行うことにより事業の推進を支援する。

都基準

すみだ福祉サービス権利擁護センター運営補助 主管課・係（担当）

　社会福祉法人に対する助成に関する条例 厚生課厚生係

5608-1163

すみだ福祉サービス権利擁護センターの円滑な運営

すみだ福祉サービス権利擁護センター

助成対象事業以外の使用不可

平成9年10月、財産保全管理サービス事業開始
平成14年度までは、財産保全管理サービス事業に関する補助のみ予算計上
平成15年4月1日からすみだ福祉サービス権利擁護センターを開設

（他区の状況・年間スケジュール・関連部署等）
本事業予算のうち「負担金補助及び交付金」相当額を、社会福祉協議会への他の委託事業と同様に、「社会
福祉協議会補助金」に一本化したことに伴い、令和2年度の当該予算が減となっている。

終了予定

一般財源
執行率（％）

経　過

開始年度 平成９年度

財源

予算・決算額推移（千円）
予算額（事業費）

決算額（令和2年度は見込み）
国
都

その他



課題・問題点

市民後見人養成研修修了者数が順調に増加しているが、後見人受任件数は伸び悩んでいるため、社会福祉協議会の
法人後見事業への人材活用を図っていく。

評価結果

現状維持

評価についての説明・今後の方向性等

　判断力の低下した高齢者や障害者等の権利を守り、利用者のニーズに寄り
添った適切なサービスを提供することを目的としている事業で、今後も利用者
の増大が見込まれるため、法人後見事業の開始など更なる体制整備を進めてい
く必要がある。



施 策 422

事 業 名

根拠法令
関連計画

実施基準 実施方法 一部委託

事業内容

議会質問
の 状 況

そ の 他
特記事項

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度
令和元年

度
令和２年度

29,150 17,400 20,680 15,807 16,636 18,854

10,359 9,292 12,120 7,809 9,402 18,854

8,304 7,435 8,876 5,746 7,190 13,927

2,055 1,857 3,244 2,063 2,212 4,927

35.5% 53.4% 58.6% 49.4% 56.5% 100.0%

節 金額 節 概要 金額 節 概要 金額

委託料 3,914 委託料 評価委託（区立） 4,078 委託料 評価委託（区立） 7,454
負担金補助及び交付金 3,895 負担金補助及び交付金 助成（民間） 5,324 負担金補助及び交付金 助成（民間） 11,400

指　標 単　位 千円
最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 Ｒ１

目標 17,400 20,680 15,807 16,636

実績 9,292 12,120 7,809 9,402

R2 R3 R4 R5 R6 R7
目標 18,854 18,854

実績

目 的
評価結果の公表により、利用者のサービス選択に資するとともに、サービス提供
事業者の質の競い合いを促進し、サービスの質の向上を促すことにより、利用者
本位のサービス構築を図る。

人員体制・委託先
人員体制：常勤2人、非常勤1人
委託先：経営創研（株）、(有)エテルノ

主管課・係（担当）

厚生課社会福祉法人係

5608-1169

対 象 者 サービス提供事業者

決算額（令和２年度は見込み）
国

都

その他

財 源

評価委託（区立）

助成（民間）

概要

予算・決算の内訳（単位：千円）
令和元年度（決算） 令和２年度（予算）

利用者のニーズにあった地域福祉サービスの質と量の向上を図る 部内優先順位

福祉サービス第三者評価推進事業 3

　東京都は、福祉改革の利用者支援事業の一環として、平成１２年度から検討してきた福祉サービス第三者評価シ
ステムを平成１５年４月から本格実施することとし、１５年度の重点事業に掲げるとともに、市区町村と連携し、
その定着を図ることとした。
　これを受けて、区は、平成１５年度から本格的に区立施設の受審及び民間事業者への受審費用補助を行ってい
る。

福祉サービス第三者評価受審費用の助成に関する要綱

区立施設の評価受審及び民間事業者への評価受審費用補助を行う。

・区立施設の評価受審
  都方針に沿って、少なくとも３年に１回の受審となるよう受審する。
・民間事業者への評価受審費用助成
　助成により受審を促し、制度の定着を図る。
　　　（助成率）　経費の１/２助成で３０万円を限度
　　　　　　　　　ただし、認知症対応型共同生活介護は、６０万円を限度に経費を全額補助

開始年度 平成15年度 終了予定

平成25年　決特　　利用者への情報公表　事業者の改善取組
平成25年　予特　　情報公表、評価結果の活用
平成26年　決特　　評価結果の公表
平成28年　決特　　評価項目、評価内容
平成30年　三定　　リスクマネジメント項目の追加

（他区の状況・年間スケジュール・関連部署等）
[他区の状況]　２３区で実施
[年間スケジュール]　①助成申請（５月～）、②評価受審（５月～２月）、③交付申請（～２月）、④交付請求

予算・決算額推移（千円）

予算現額（事業費）

経 過

区独自基準

手 段 に
対 す る 指 標
( 活 動 指 標 )

受審経費（区立委託＋民間補助）

16,636 R7

執行率（％）
一般財源

平成３０年度（決算）



指　標 単　位 施設数
最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 Ｒ１

目標 42 51 35 37

実績 28 37 22 28

R2 R3 R4 R5 R6 R7
目標 43 43

実績

本事業を通じ、福祉サービスの質を向上させるとともに、区民の福祉
サービスの選択に資することができる。

評価結果 評価についての説明・今後の方向性等

事 業 の
成 果

より多くの施設において福祉サービス第三者評価が実施される必要があるため。
目標値は、当該年度における予算編成の根拠数値とした。

課題・問題点

第三者評価の一層の利用促進

指標の選定理由及び目標値の理由

より多くの施設において福祉サービス第三者評価が実施される必要があるため。
目標値は、当該年度における予算額とした。

目 的 に
対 す る 指 標
( 成 果 指 標 )

受審施設数（区立＋民間）

43 R7

指標の選定理由及び目標値の理由

現状維持



補 助 金
名 称
根拠法令

補助概要

目 的

対 象

基 準

補助条件

議会質問
の状況

その他
特記事項

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度
令和元年

度
令和２年度

24,600 13,500 13,500 11,400 11,400 11,400

6,461 5,728 6,621 3,895 5,324 11,400

6,356 5,653 6,349 3,790 5,152 10,200

105 75 272 105 172 1,200

26.3% 42.4% 49.0% 34.2% 46.7% 100.0%

単　位 千円

目標年度 基準年(H28) H29 H30 R1
目標 13,500 13,500 11,400 11,400

実績 5,728 6,621 3,895 5,324

R2 R3 R4 R5 R6 R7
11400 11400

単　位 施設数

目標年度 基準年(H28) H29 H30 R1
目標 30 30 23 23

実績 12 16 10 14

R2 R3 R4 R5 R6 R7
23 23

一般財源
執行率（％）

経　過

開始年度 平成15年度

財源

予算・決算額推移（千円）

予算額（事業費）
決算額（令和２年度は見込み）

国

都

その他

区が定める福祉サービスを提供する墨田区内に事業所を有する事業者であること。
評価結果の公表に同意すること。

　東京都は、福祉改革の利用者支援事業の１つとして、平成１２年度から検討してきた福祉サービス第三者評価システムを
平成１５年４月から本格実施することとし、１５年度の重点事業に掲げるとともに、市区町村と連携し、その定着を図るこ
ととした。
　これを受けて、区は、平成１５年度から区立施設の受審及び民間事業者への受審費用補助を行っている。

平成25年　決特　　利用者への情報公表　事業者の改善取組
平成25年　予特　　情報公表、評価結果の活用
平成26年　決特　　評価結果の公表
平成28年　決特　　評価項目、評価内容
平成30年　三定　　リスクマネジメント項目の追加

（他区の状況・年間スケジュール・関連部署等）

福祉サービス第三者評価の助成事業は、対象事業の内容により各部署で実施している（福祉保健部、保健衛生担当、子ど

終了予定

民間の福祉サービス提供事業者が、福祉サービス第三者評価を受審した際の費用の
全部又は一部を補助する。

区独自基準

福祉サービス第三者評価受審料補助 主管課・係（担当）

福祉サービス第三者評価受審費用の助成に関する要綱 厚生課社会福祉法人係

5608-1169

評価結果の公表により、利用者のサービス選択に資するとともに、サービス提供事業者の質の競い合いを促進し、サービス
の質の向上を促すことにより、利用者本位のサービス構築を図る。

区が定める福祉サービスを提供する墨田区内に事業所を有する事業者

指標の選定理由及び目標値の理由

補助金の
成果

手 段 に
対 す る 指 標
( 活 動 指 標 )

指　標 受審経費（民間補助）
最終目標値

11,400 R7

目標

実績

より多くの施設において福祉サービス第三者評価が実施される必要があるため。
目標値は、当該年度における予算額とした。

目 的 に
対 す る 指 標
( 成 果 指 標 )

指　標 受審施設数（民間）
最終目標値

指標の選定理由及び目標値の理由

より多くの施設において福祉サービス第三者評価が実施される必要があるため。
目標値は、当該年度における予算編成の根拠数値とした。

23 R7

目標

実績



課題・問題点

第三者評価の一層の利用促進

評価結果

現状維持

評価についての説明・今後の方向性等

本事業を通じ、福祉サービスの質を向上させるとともに、区民の福祉サービス
の選択に資することができる。



施 策 422

事 業 名

根拠法令
関連計画
実施基準 実施方法 直営

事業内容

議会質問
の 状 況

そ の 他
特記事項

２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度
令和元年
度

令和２年度

5,127 5,578 4,338 4,416 4,301 2,194

1,762 3,943 3,825 3,896 3,704 2,194

1,703

59 3,943 3,825 3,896 3,704 2,194

34.4% 70.7% 88.2% 88.2% 86.1% 100.0%

節 金額 節 概要 金額 節 概要 金額

報酬 2,723 報酬 会計専門員ほか 2,723 需用費 消耗品ほか 176

需用費 94 需用費 消耗品費ほか 122 委託料 会計分析委託 1,716

委託料 940 委託料 会計分析委託 768

使用料及び賃借料 58 使用料及び賃借料 PC等借り上げ 58 使用料及び賃借料 PC等借り上げ 59

負担金補助及び交付金 29 負担金補助及び交付金 講習会受講 0

目 的
法令、通知等に定められた「社会福祉法人として遵守すべき事項」について、法人の運営
実態の確認等を行うことにより、適正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営の確保を
図る。

人員体制・委託先 常勤2・非常勤1、委託先：監査法人アリア 

主管課・係（担当）
厚生課社会福祉法人係

03-5608-1169

対 象 者 区内に主たる事務所を置き、その行う事業が区の区域を越えない社会福祉法人

決算額（令和２年度は見込み）

国

都

その他

財 源

会計専門員ほか

消耗品費ほか

会計分析委託

概要

予算・決算の内訳（単位︓千円）
令和元年度（決算） 令和２年度（予算）

利用者のニーズにあった地域福祉サービスの質と量の向上を図る 部内優先順位
社会福祉法人指導監査等事業 4

平成25年度～　　　地域主権改革に伴う権限移譲により、区長を所轄庁とする法人指導検査や認可等の事務を開始
平成29年度～　　　改正社会福祉法の施行に伴う、法人制度の改正及び指導監査基準の明確化に対応
平成30年度～　　　障害福祉サービスの実地指導を担当する障害福祉事業者指導係を新設
平成31年度～　　　介護サービスの実地指導を担当する介護事業者指導係を新設

社会福祉法

●指導監査
国の「社会福祉法人指導監査実施要綱」の別紙「指導監査ガイドライン」のほか、区が定める「指導監査実施要領」及び「指
導監査実施方針」に基づいて所管する社会福祉法人に対する指導監査を実施する。
●認可等事務
所管する社会福祉法人からの申請等に対して、法令及び通知に基づき、法人設立や定款変更等の認可及び各種届出の受
理、証明等を行う。

開始年度 平成25年度 終了予定

[平成29年決特]　　社会福祉法人制度改革について

（他区の状況・年間スケジュール・関連部署等）
[他区の状況]　平成25年度以降、23区で実施。
[例年の年間スケジュール]　①指導監査　4月＝実施方針・計画等策定、5～6月＝現況報告書集約、7～2月＝指導監査、3
月＝指導監査結果取りまとめ、②認可等事務　通年実施
[関連部署等]　都福祉保健局指導監査部、区子ども・子育て支援部

予算・決算額推移（千円）

予算現額（事業費）

経 過

法令基準

執行率（％）

一般財源

PC等借り上げ

講習会受講

平成３０年度（決算）



指　標 単　位 ％

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 R1
目標 100 100 100 100

実績 100 98.9 100 100

R2 R3 R4 R5 R6 R7
目標 100 100

実績

指　標 単　位 ％

最終目標値 目標年度 基準年(H28) H29 H30 R1
目標
実績 51.2

R2 R3 R4 R5 R6 R7
目標 60 70

実績

専門事業者を活用しながら、監査水準の維持向上に努める必要がある。

評価結果 評価についての説明・今後の方向性等

事 業 の
成 果

適正な法人運営と社会福祉事業の健全な経営を確保することが、福祉サービス提供に関する区民の信頼性を高めることに
つながると考えられるため、住民意識調査等における当該データを指標とした。また2025年に向けた高齢化によるニーズの
高まりを考慮し最終目標値を70％に設定した。

課題・問題点

指導監査ガイドラインにより監査方法が標準化されたことに伴い、文書指摘の根拠を明確に提示して法人の理解を得るとと
もに、口頭指摘及び助言を行う場合も、法人と指導内容の共有を図ることが必要とされる。担当職員が各種研修等を通じ
て、日頃から監査技術の向上に努めるほか、人事異動に伴う監査水準の低下を防ぐ仕組みが求められている。

手 段 に
対 す る 指 標
( 活 動 指 標 )

社会福祉法人指導監査後の文書指摘指導改善率

100 令和7年度

指標の選定理由及び目標値の理由

指導監査における文書指摘に対し、法人が「改善の方策及び時期」を明示した改善報告を提出した場合、「適」として受領す
る。このように文書指摘事項が適正に改善される比率（改善率）を指標に選び、その目標値を100％とすることで、事業効果
を最大限に高めていく。

目 的 に
対 す る 指 標
( 成 果 指 標 )

「必要な福祉サービスが適切に提供されている」
区民の割合

70 令和7年度

指標の選定理由及び目標値の理由

現状維持


